
敦賀市除雪機械購入費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、道路除雪機械を購入しようとする者に対し、予算の範囲内で敦賀市

除雪機械購入費補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、継続的な除

雪体制の確保及び強化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「除雪協力企業」とは、敦賀市と道路除排雪業務委託に係る契

約を締結し、市道の除排雪業務を行う企業をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 この要綱による補助の対象となる事業は、除雪協力企業が行う道路除雪機械の購

入事業（以下「補助事業」という。）とする。 

（補助対象経費等） 

第４条 この要綱による補助金の対象となる経費、補助金の補助率及び限度額並びに補助

の要件は、別表のとおりとする。 

（交付の手続及び決定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請事業者」という。）は、市長

が別に定める日までに、補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書及び収支予算書（様式第２号） 

⑵ 除排雪協力誓約書（様式第３号） 

⑶ 購入機械の見積書及びカタログ等 

⑷ 下取機械がある場合にあっては、下取機械の車検証及び下取機械の価格が証明でき

るもの 

⑸ 敦賀市公金を滞納していないことを証する書面 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべき

と認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、市長は、

必要に応じ条件を付すことができる。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（様

式第４号）により、当該交付申請事業者に通知するものとする。 

（申請内容の変更等） 

第６条 前条第３項の規定による通知を受けた交付申請事業者（以下「交付決定事業者」

という。）は、前条第１項の申請書及び添付書類の内容を変更（市長の定める軽微な変

更を除く。）しようとするときは、補助金交付変更承認申請書（様式第５号）を市長に

提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 交付決定事業者は、当該補助事業を中止しようとするときは、補助事業中止届（様式

第６号）を用いてその旨を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、第１項の変更承認申請書が提出された場合は、その内容を審査し、承認すべ

きと認めたときは、補助金交付変更承認通知書（様式第７号）により、当該交付決定事

業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書（様式第８

号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業報告及び収支決算書（様式第９号） 



⑵ 契約書の写し 

⑶ 納品書、請求書及び領収書等の写し 

⑷ 写真（附属品を装備し、前後側の三面から撮影したもの） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定) 

第８条 市長は、前条の実績報告書が提出された場合は、その内容その他必要事項を審査

し、実物を検査の上、補助金の額を確定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書（様式第

１０号）により交付決定事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定事業者が、補助金の交付を

受けようとするときは、補助金交付請求書（様式第１１号）に補助金交付決定通知書の

写しを添えて市長に提出しなければならない。 

（譲渡等の制限） 

第１０条 交付決定事業者は、補助事業の完了の年度の末日から起算して５年を経過する

日までの間は、補助金により購入した道路除雪機械を譲渡し、交換し、又は廃棄するこ

とができないものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ この補助金の交付条件等に違反したとき。 

⑵ 補助事業の施行が不適当と認められたとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、不正の事実があると市長が認めたとき。 

２ 前項の規定は、補助事業の完了の年度の末日から起算して５年を経過する日までの期

間において適用するものとする。 

３ 前２項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金

取消通知書（様式第１２号）により、交付決定事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付決定事業者

に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

（報告の徴収） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況に関し、交付決定事

業者から報告を求め、又は職員に調査させ、若しくは検査させることができる。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

 この要綱は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

 この要綱は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

 この要綱は、令和 ８年 ２月１２日から施行する。 

 



別表 

対象経費 補助率 限度額 補助の要件 

ホイールローダ又

は除雪用アタッチ

メント付きホイー

ルローダの購入費

（タイヤチェーン

及び登録に必要な

諸経費、消費税及

び地方消費税相当

額を除く。） 

対象経費（下取機

械がある場合は、

売却額を差し引い

た額）に３分の１

を乗じた額（その

額に１，０００円

未満の端数がある

ときは、当該端数

を切り捨てた額） 

 

⑴ ホイールロー

ダ １台につき３

００万円 

⑵ 除雪用アタッ

チメント付きホイ

ールローダ １台

につき３００万円

に、購入するアタ

ッチメント付きホ

イールローダの本

体価格と同規格の

除雪用アタッチメ

ント未装着のホイ

ールローダの本体

価格との差額に３

分の１を乗じた額

（上限１５０万

円）を加えた額 

１ 補助対象事業の完

了の年度から起算し

て５年を経過するま

での間は、補助金に

より購入した機械を

使用し、市道の除排

雪を行うこと。 

２ 申請書の提出日に

おいて、除雪協力企

業として、市道の除

雪を行った実績を有

すること。 

３ 市税等を完納して

いること。 

 


